
 

 

 

 

 

長期履修における各学年の授業料納入金額（前期課程） 

 

※令和６年度授業料を基にして表記してありますが、在学中に授業料の改定があった場合は、

改定時から新授業料が適用されます。 

 長期履修期間が終了した後の授業料は、通常の金額になります。（年額 535,800円） 

 

【新入生の場合】 

 1年目 2年目 3年目 4年目 合計 

2年履修 535,800 535,800   1,071,600 

3年履修 357,200 357,200 357,200  1,071,600 

4年履修 267,900 267,900 267,900 267,900 1,071,600 

 

【現一年次生の場合】 

① 在学中に変更の場合（延長する場合） 

 1年目 2年目 3年目 4年目 合計 

2年→3年履修 535,800 357,200 357,200  1,250,200 

3年→4年履修 357,200 267,900 267,900 267,900 1,160,900 

2年→4年履修 535,800 267,900 267,900 267,900 1,339,500 

 

② 在学中に変更の場合（短縮する場合） 

 1年目 2年目 3年目 4年目 合計 

 

3年→2年履修 

357,200 

+ 

178,600 

535,800   1,071,600 

 

4年→3年履修 

267,900 

+ 

89,300 

357,200 357,200  1,071,600 

 

4年→2年履修 

267,900 

+ 

267,900 

535,800   1,071,600 

下段は差額（短縮許可時に納入） 

例 



 

 

 

 

 

長期履修における各学年の授業料納入金額（後期課程） 

 

※令和６年度授業料を基にして表記してありますが、在学中に授業料の改定があった場合は、

改定時から新授業料が適用されます。 

 長期履修期間が終了した後の授業料は、通常の金額になります。（年額 535,800円） 

 

【新入生の場合】 

 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計 

3年履修 535,800 535,800 535,800   1,607,400 

4年履修 401,850 401,850 401,850 401,850  1,607,400 

5年履修 321,480 321,480 321,480 321,480 321,480 1,607,400 

 

【現一年次生の場合】 

①在学中に変更の場合（延長する場合） 

 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計  

 
3年→4年履修 535,800 401,850 401,850 401,850  1,741,350 

3年→5年履修 535,800 321,480 321,480 321,480 321,480 1,821,720 

4年→5年履修 401,850 321,480 321,480 321,480 321,480 1,687,770 

 

② 在学中に変更の場合（短縮する場合） 

 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 合計 

 

4年→3年履修 

401,850 

+ 

133,950 

535,800 535,800   1,607,400 

 

5年→3年履修 

321,480 

+ 

214,320 

535,800 535,800   1,607,400 

 

5年→4年履修 

321,480 

+ 

80,370 

401,850 401,850 401,850  1,607,400 

下段は差額（短縮許可時に納入） 

 

例 



別紙様式（第３条関係） 

 

長期教育課程履修申請書 
 

  年  月  日 

 

新潟大学大学院現代社会文化研究科長 殿 

 

 

所 属 

 

専攻 第  年次  

在籍番号（受験番号）  

本人氏名（自署又は記名押印）  

 

長期にわたる教育課程の履修を受けたいので，関係書類を添えて申請します。 

記 

 

希望する長期 

履修期間 

標準修業年限  年のところ  年で履修することを希望します。 

  年  月  日から    年  月  日 

 

連 絡 先 

 

〒 
電  話 

 

携帯電話  

長期履修を希望する理由 

 

 

 

 

 

 

 

                            承  認  書                 No.      

 

新潟大学大学院学則第３１条の規定により，上記のとおり履修することを承認する。 

 

  年  月  日 

 

新潟大学大学院現代社会文化研究科長             印 

番 場  俊  （公印の押印のないものは無効） 

 

授業料の納入状況 会計係 

納入済・未 納 
 


